
公共施設 LED 照明導入推進事業 事業契約の変更について 

 

公共施設 LED 照明導入推進事業に関する事業契約を変更し、締結したので、民間資金

等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 （平成 11年法律第 117 号）第

15 条第３項の規定に基づき、その内容を公表する。 

  

令和８年６月 25日 

金沢市長  村 山   卓  

 

１ 契約金額 

変更前契約額：金 3,890,000,000 円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 319,350,000 円） 

変更後契約額：金 4,033,681,000 円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 319,350,000 円） 

 

２ 変更理由  

 事業者が整備費として金融機関から調達する借入金の利率は、借入日の２営業日

前時点の基準金利にて確定することとしており、その金利が上昇したため 

 


